
 
立地適正化計画の軽微な変更について 

都市計画課 

 

 

１ 変更の趣旨  
  立地適正化計画の都市機能誘導施策及び居住誘導施策の更なる推進を図るとともに、国

庫補助等の支援策を効果的に活用していくため、本計画に個別具体の誘導施策を記載する

ものです。 

  なお、変更する事項は、都市再生特別措置法第８１条第２項第４号に該当することから

同法施行規則第３１条により軽微な変更とします。 

 

２ 変更事項  

(1) ４３ページ、図面：都市機能誘導施策の記載 

(2) ５３ページ（変更前５２ページ）表５−２：居住誘導区域内の都市基盤を整備する施策

の記載 

 

３ 公表（予定） 
  令和４年７月 公表（予定） 

 







 

立地適正化計画の改訂について 
都市計画課 

 

１ 改訂に関する基本方針  
平成３１年３月の立地適正化計画の策定・公表から概ね５年を迎えるに当たり、

防災指針の策定等、以下の考え方を基に改訂することとします。 

 

(1) 居住誘導区域等における災害リスクの分析、課題の抽出及び取組方針の検討を行

い、都市の防災・減災対策として防災指針を策定します。 

(2) 令和２年の前橋勢多都市計画区域の変更により、富士見都市計画区域が拡大・統

合されたことから、計画区域の見直しを行います。 

(3) 現計画における誘導区域の見直しの必要性を検討します。 

(4) 新たな誘導施策を検討します。 

(5) 現計画の目標値の進捗を管理し評価します。 

 

 

２ 策定体制  

(1) 庁内 

計画に関係する各部署へ協議・意見照会を行いながら改訂作業を進めます。 

(2) 市民参画 

   住民の意見反映措置として「パブリックコメント」等を行います。 

(3) 都市計画審議会 

   改訂の過程において、適宜、報告や意見反映を行い、最終案について都市計画審

議会へ諮問を行います。 

(4) 議会対応 

   改訂の過程において、適宜、建設水道常任委員会へ報告します。 

 

３ 改訂スケジュール（予定） 

 令和４年度（2022 年度） 素案作成 

令和５年度（2023 年度） パブリックコメントの実施、計画書案の諮問、 

計画書改訂・公表 
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